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平成３０年度第２回国立市自転車対策審議会 

平成３１年３月２６日 

 

 

【事務局（長谷川）】  それでは定刻となりましたので、平成３０年度第２回国立市自転車対策審

議会を始めさせていただきます。 

 本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

 まず書類の確認からお願いします。まず次第、１枚でございます。続いて資料№１、国立市コミュ

ニティサイクル実証実験報告書でございます。資料№２、中央線高架下自転車駐車場利用数一覧、

１枚でございます。資料№３、自転車ネットワーク計画の基本的な考え方（案）。資料№４、自転車

ネットワーク候補路線抽出について路線ごとの考え方（案）。資料№５、こちらはＡ３で第Ⅰ期自転

車ネットワーク路線（主要幹線）検討案。資料№６、第Ⅰ期自転車ネットワーク路線（主要幹線）案。

資料№７、第Ⅰ期自転車ネットワーク路線（ピクトグラム整備路線）案。資料№８、自転車ネットワ

ーク路線（要検討路線）案。続いて参考資料、平成２７年交通人身事故発生場所図、同じく平成

２８年のもの、同じく平成２９年のもの、最後にＥＴＣ２.０プローブデータ、平成２９年のもの。 

 資料の過不足はございませんでしょうか。 

【事務局（中島）】  本日はどうもお集まりいただきまして、ありがとうございます。ちょっと私

のほうから、ご紹介というかご報告でございます。２月２４日に、市のほうで、環境という視点で自

転車を活用した環境まちづくりということで講演会を開催しました。その席で鈴木会長にご協力いた

だきまして、「自転車が似合う国立」ということでご講演をいただきました。その節は本当にありが

とうございました。大変助かりましたというご報告です。 

 これはまた何かの機会で、皆さん委員の方にご紹介できればと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

【事務局（長谷川）】  それでは、次第に沿ってお願いしたいと思います。 

 会長、進行をよろしくお願いいたします。 

【鈴木会長】  おはようございます。年度末のお忙しい中お集まりいただいて、ありがとうござい

ます。 

 それでは次第に沿って進行していきたいと思います。 

 まず報告事項ということで２件ありますけれども、（１）から、コミュニティサイクル実証実験結

果報告ということで、事務局よりご報告をお願いいたします。 

【事務局（長谷川）】  それでは資料№１、ホッチキスどめの報告書をごらんください。 

 国立市でコミュニティサイクルの実証実験をやったことは、もうご承知のことと思います。昨年

８月から１１月にかけて３カ月間、株式会社メルカリと協力をしまして、メルチャリというものを実

施させていただきました。 

 ページを開いていただきまして２ページ目です。ページ番号の記載がなくて恐縮です。実験の経過

をお話ししますと、今ご説明のとおり８月から１１月まで実験したところです。 

 ３番の実験概要ですが、導入台数が約１００台。ただ故障、不具合もあったということで、実際に

は１００台は稼働していなかったというのが実状であると伺っております。サイクルポートの場所に
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つきましては別紙、５ページ目、６ページ目になりますけれども、約６５カ所、設置をさせていただ

きました。主に公園、遊園とか、民間の場所も一部提供のご協力をいただいたところがございまして、

例えばスーパーのスーパーバリューですとか、千丑茶屋さんといったところも協力いただいてござい

ます。その他、市の施設でいきますと市役所、子ども家庭センター、公民館、図書館、福祉会館など、

こういったところで提供させていただいてございます。 

 利用方法については、イメージはついているかと思いますけれど、スマートフォンのQRコード読み

取りで鍵をあけて、１分４円という時間貸しで、料金が加算されるという流れになっておりました。 

 告知の方法としましては、市報につきましては８月５日号と８月２０日号に掲載させていただきま

した。また自転車現物の展示も、市役所や体育館、福祉会館、南区公会堂の４カ所でさせていだきま

した。あとチラシなども、市役所のロビーなどで配布させていただいたところでございます。 

 続いて大きな数字の４番、実験データというところで、データは限られているのですが、自転車

１台当たりの平均利用回数は、１日当たり４.２回。１００台だったら計算が簡単なんですけれども、

故障等もあったということで一概にこれが高いか、低いかというのは言い難いところがあるんですけ

れども、１台当たりこういった稼働があったということです。 

 続いて大きな数字の５番、実験結果の主に特徴を挙げさせていただいております。 

 まず（１）利用が多かったポートは、わかりやすくて駅の近くが非常に多くございました。特に国

立駅の南第１駐輪場跡地、ｎｏｎｏｗａ口前が、駅から徒歩１分もかからない場所にありましたので、

そこの利用が非常に多く、実際に自転車を置いた台数ももともと多く、敷地も広かったというのもあ

るんですけれども、そこから出る方、またそこに着く方が非常に多かったということでございます。 

 続いて（２）利用時間帯につきましては、通勤の利用者が多かったのかなということが見受けられ

るところでございます。通勤・帰宅時間帯が非常に多かったというところでございます。そのほか加

える点としましては、夜間、２１時以降のポートも多く、国立駅発のポートの自転車がなくなるよう

なこともあったということで、聞いております。 

 続いて（３）サイクルポート別の発着につきましては、やはりｎｏｎｏｗａ口前の駐輪場が最も多

かったと。発着の総数ですが、基本的に発が多い場所は着も多いということで、あまり特徴みたいな

ものは見られなかったんですけれども、やはり時間帯によってずれがあって、国立駅ですと朝は着が

多いですとか、そういったことは少しあったかなというところです。 

 （４）平日や土日の差については、実はあまり差が見られず、平日の利用が多いポートは、基本的

に土日の利用も多いというような状況がございました。 

 またこれは少し問題点になろうかと思うんですが、（５）放置自転車の問題です。今回の実証実験

は、ほかの自治体さんでやっているようなシェアサイクルと違う方式というか、鍵を閉めれば課金が

とまるシステムでございまして、必ずしもポートに戻さなくても課金はとめられてしまうということ

が可能であったというところがありまして、乗り捨てが他のシェアサイクルシステムよりも多かった

というふうに思っています。国立市でも、放置自転車として回収した自転車も数台あったということ

でございます。また学校さんの敷地で、例えば一橋大とかは自転車進入可能なエリアがございますの

で、そういったところに乗り捨てられるようなケースもあったということでございます。 

 続いて大きな数字の６番、利用者から寄せられた意見ということで、アンケート方式は箇条書きで

ありまして、特に多い、少ないというのはここには記載していないんですが、ただ申し上げておきま

すと、肯定的な意見が非常に多かったというところが、まず一つ言えます。１１月でやめてしまうの
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はもったいない、継続してほしいというご意見が非常に多かったと。またもっと利便性を向上するた

めのポートを増やしてほしいというご意見も、あったところでございます。 

 反対に否定的な意見というか、苦情、クレームのような意見になろうかと思うんですが、説明不足

ではないですかと。地域住民の方は、ポツンとポートがあると不安に思いますよというご意見もあれ

ば、公園にポートがございましたので、遊ぶ子どもたちとか園児たちに危険ではないですかというご

意見もありました。先ほど言った、学生さんが自転車で学校内に侵入してしまうこともあったと。ま

たスマートフォンが原則になりますので、どうしてもスマートフォンを持っていらっしゃらない方、

いわゆるガラケーの方は使えませんので、そういった不公平があるんじゃないかというご意見もあっ

たところでございます。あと、今回民間事業者が主体の活動でございましたので、一つの営業活動に

加担しているのではないかというご意見もあったところでございます。 

 そのほか質問として、スマートフォンでの利用だったので使い方の質問が非常に多かったというふ

うに聞いてございます。また、ポートの場所等もわからないというご意見はあったんですが、基本的

にスマートフォンにダウンロードして地図が表示されると、あまりポートに迷うことはございません

ので、やはりダウンロードするまでの過程でのご質問が多かったのかなと思うところでございます。 

 最後に大きな数字の７番、この実験結果の総括といいますか、結果を踏まえた市の今後の方針でご

ざいます。実験期間が３カ月間で２,０００人近い利用者がいたということは、少なくとも、これは

メルカリさんからも聞いているんですけれども、同時に福岡市さんでやっているメルチャリよりも、

利用頻度が非常に高いというふうに聞いておりまして、国立はやはり自転車の町なのかなということ

は思ったところでございます。 

 また、当初この事業自体は平成３０年５月に始める予定であったんですけれども、自転車のシステ

ム面でに不具合があったということで、８月に延期したという経過もありました。そういったところ

で、実際に自転車がもっとたくさんあれば、この２,０００人という数字、また２万回という利用回

数も、もっともっと数字が高くなったんじゃないかということは、予想されたところでございます。 

 反面、遊園とか狭い場所に設置したポートにつきましては、近隣住民の方の不安の声もあったのは

事実でございます。最後に結論としてお話ししますが、今後市として同じような事業を本格的にやる

ような場合、遊園など住宅街の設置につきましては慎重にならざるを得ないと思っております。その

際は、やはり説明会ですとか、住民の方々への周知というのが大原則になるかなということは、今回

の実験でわかったところでございます。 

 また今回、先ほど申し上げました、どこにでも置けてしまうという問題があったということもござ

いますので、今後本格運用するに当たっては、放置できてしまうような状況ですとか、ある程度乱雑

になってしまうようなことを防げるような策を、こちらで事前に準備した上で、この事業は進めてい

く必要があるんじゃないかというところでございます。 

 このメルカリさんのメルチャリにつきましての事業は１１月で終わったんですけれども、継続のご

意志がなかったということで、このメルカリさんとの関係は現時点ではない状況でございます。最後

の段落で示させていただいておりますが、この事業は一旦終了になりますけれども、他事業者を含め

て、コミュニティサイクル事業の本格的な導入を含めて、支援は継続していきたいと考えております。 

 また、実はこの本格導入につきまして、もう手を挙げていらっしゃる事業者がおりまして、その事

業者さんと、今、協議を進めているところでございます。国立市のほうでも本格的な導入を、早けれ

ば４月、５月ごろからできるような考えで、今進めているところでございます。近日中に正式に、詳
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細な情報を皆様にお伝えできるのではないかと思っているところでございます。 

 事務局からのご報告、（１）については以上でございます。 

【鈴木会長】  ありがとうございます。 

 今のご説明について、何かご意見、ご質問等ございますか。 

【末吉委員】  非常に詳細なレポートで、わかりやすかったです。幾つかお尋ねしたいんですけれ

ども、メルチャリが撤退をしたと。そのまま継続することができなかったのかどうかということは、

採算面でメルチャリがもう手を出せないということだったんじゃないかと思うんですけれど、この状

態で新しくラックをつくって使いやすくして、台数を増やすか、増やさないかは別として、事業を継

続するとした場合、実は私、松本のほうに知り合いがいて取材をしているんですけれども、松本のほ

うは今、ソフトバンクか何かの、オープンストリートですか、何かのシェアサイクルをするというふ

うに聞いているんですけれど、課題は何かと私のほうから聞いたところ、やはり再配置、ポートが限

られていますから、また放置する自転車が、今のレポートにもありましたように、携帯が切れればそ

のまま置いておいても課金されないものですから、どうしても放置が増える。それをどう回収して、

どういうふうにポートに戻すかという、実はその人件費がべらぼうにかかるので、松本市も非常に苦

慮したらしいんです。 

 もちろん民間事業者のソフトバンクがやるわけですから、それはそれでいいんですけれども、どう

いう対策をとっているんですかというふうに再度関係者に聞きましたら、再配置は週に１回か２回す

ることにして、そこで人件費を抑えるつもりだと言っているわけです。かなり広域でやるみたいで、

私も何度も行って見てきたんですけれど、シェアサイクルをやっているときではなくて。でも結構広

い地域になるもんですから、国立より大分広いところでもありますので、そこで果たして次の事業者

がやる場合、民間委託とはいえ、持続的にやることが可能なのかどうか。 

 このレポートにもありますように、私も意外だったのは、通勤、帰宅時間の利用が多い。つまり、

２１時ごろ帰ってきて、バスに乗らないで帰るという、そのときに使われるケースが多いとなると、

地元の方の足としてかなり活用されていく今後の予想ができますから、ますます、やり始める以上は

持続性が課題になると思うんです。その場合、民間業者でやっていって、どういうふうに採算をとる

のか、私もわかりませんし、他市で大きい事業をやっていて、その事業の一環として国立も入ってく

るということもあるわけですけれども、その辺についてはどういうふうに読んでいらっしゃるのか。

そこをちょっとお聞きしたいと思うんですけれど。 

【事務局（長谷川）】  まず持続性については、私も複数の事業者の話を聞きまして、コミュニテ

ィサイクル事業単体としては、やはり収益性というのは非常に難しいのではないかということを見聞

きして、感じているところでございます。他の業者さん、都心だとドコモさんとかが入っていますけ

ど、やはり情報を集める会社といいますか、ビッグデータを欲しがるような業者さんが、その情報収

集の方法の一つとして自転車の事業を始められるというところが、最近の、生き残っているという表

現はよくないですけど、そういう業者さんが見受けられます。そういったビッグデータ等を活用した

いというふうに思うような会社さんに、こういった事業をお願いしていくのが一つ、持続性の鍵では

ないかと考えています。 

【事務局（中島）】  ちょっと補足でございます。放置自転車については、前回のときにやはり課

題となりまして、ただ今考えているのは、必ずポートに自転車を返さないと課金がとまらないシステ

ムで考えております。これを実際やっているところは、ほぼ放置自転車はないという実績もございま
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すので、そういったことで考えております。 

 持続性ですが、やはり先ほど言ったように、再配置の人件費というのがかなり課題になっていまし

て、どれだけ再配置の手間をかけなくて済むのかというところが、これは各業者さんのノウハウがあ

って、そのポートごとの利用状況を見ながらやっていくんですというようなご説明はいただいている

ところですけれど、なかなか難しいところがあるというのが現実です。ですので、必ずしも全部が黒

字になるかというと、なかなか難しいと聞いております。ただ、今回私どもが契約しようという会社

については、試験ということではなくて、必ず本格運行してくれないと困ると、継続してもらわない

と困るということで、契約していくということで確認はしております。ただ、それが１年なのか、何

年になるのかというのは、まだ検討中というところはございますけれども、なるべく長期にわたって

やっていただけるような形で、市としても支援していくということで考えております。 

 今、詳しいところまでなかなか言えないところで申しわけないんですけれど、また決まり次第、委

員の方にはご連絡したいというふうには考えております。 

【鈴木会長】  ほかに何か、いかがでしょうか。 

 私からも質問なんですけれど、このレポートだと総利用者数とか、総ライド数ということで全体を

見てどうだったかというお話はあるんですけど、詳しくどういう人がどう使っていたかというのはわ

からないと思うんですよ。今後、市としては、公共交通の補完ということで支援するということだと

思うんですけれども、やはり南部の利用が少ないとか、そういったこともちょろっとは書いてあるん

ですけど、結局どうやって使われて、結果これになったというのがよくわからない状況だと思うんで

す。 

 さっき末吉さんもおっしゃっていましたし、私も実はこの国立市内の中で幾つかアンケート調査を

して、市民の方、お住まいになっている方に調査したら、大体利用されている方が１０％行かないぐ

らいでした。その方たちに聞いても、週二、三回使っているということで、多分バスがうまく来なか

ったとか、そういう感じのときに使っているということっぽいので、大体そういう使われ方なのかな

という気はするんですけれども。 

 市として支援するからには、市民の方に使っていただくとか、もちろん大学生とか、住んでいない

けれど国立で活動している人のためというのもあると思うんですけど、どういった方に使ってもらう

かを考えて支援する必要があるのかなと思うんですね。今後の事業者がどういうところかわからない

ですけれども、今回は公園とかそういったところに置いていただいたり、再配置もボランティアでや

ってくださる方がいたということで、うまく回っていたと思うんですが。 

 今後、末吉委員もおっしゃっていたように、再配置をどれぐらいしてくれるのかとか、よくコンビ

ニとかにも置いたりする、ハローサイクリングなんかはコンビニに置いたりするんですけど、コンビ

ニが発着地になることってそんなに多くなくて、そこまで使われていなかったりするんですけど、置

きやすいということで置いたりすることが結構あって。そういった、どこに置くかとかで相当変わっ

てくると思うので。 

 事業者さんが変わって同じように続くかというと、多分続かないと思います。今後、今回みたいに

いかない可能性も含めて、きちんと検討したほうが、もう入るということがほぼ決まっているような

ので続くと思いますけれども、今までと同じにはならない可能性も、結構私はあるのかなと思います。

事業者さんの置き方によっても大分変わるんですけど、アンケートで聞いたときも、見かけたから使

っているという方が多いんですよ。そういうふうに便利なところにあるから使うという、それ以外の
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方は存在すら知らないという方も、結構アンケートで聞くと多いんです。 

 そういう形になりますから、ポートの場所とか、自転車の台数とか、それこそ再配置をどれぐらい

やってくれるかとか、そういったことによって、今回の報告書で出た数字と全く違うことになる可能

性もある。同じコミュニティサイクルという名前でも、全然変わってしまうこともありますので、市

として公共交通の補完、お金は出さないにしても支援するという立場をとられるのであれば、きちん

とこの辺のケアもしていただけたらいいなと思います。 

 この辺について、何か検討されていることがあったら。 

【事務局（中島）】  まだ細かいところが言えないんですが、やはりポートについては会長がおっ

しゃるとおり、私どもも大変苦慮していまして、前回の試験のときは、短期なのでいいだろうという

ところで、公共用地を結構利用できたんですけれども、これが長期的になると、管理者としても一定

のリスクを背負わなきゃいけないところもあって、なかなか前回みたいに６５カ所という形では難し

いだろうと考えています。ただ、利用が多いところについて、特に国立駅周辺とかはなるべくポート

は確保していきたいというところで、今、調整しております。 

 ただ、さっきちょっと言われたように、公共交通の補完というところもございます。じゃあ、南部

は要らないのかというわけにもいかないので、その辺もある程度まちづくりに寄与していきたいとい

う考えもありますので、そこも考えながら、今ポートを選んでいるというところです。 

 再配置も、結構課題になっていまして、ただできるだけ頻繁にやっていただけるように、今、調整

はしているところです。ですので、今回の試験をいい形で次につなげていきたいというふうには考え

ておりますので、そういったいろいろなご意見はあろうかと思いますので、今回に限らず常に言って

いただければ、私どももまた検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

【鈴木会長】  ありがとうございます。今回また、ポートに返さないと課金が続くとなると、本当

にポートの近くの場所でないと使わないという声が大分出てくると思いますので、その点もご検討い

ただければと思います。 

 ほかに何か。いかがでしょうか。お願いします。 

【委員】  基本的な質問かもしれないですけれど、放置している施錠した自転車というのは、例え

ばほかの利用者は利用することはできるんですか。例えばＡさんという人が、このメルチャリを借り

て、市役所の前に放置しましたといったとき、Ｂさんという人が、あそこに放置してある自転車があ

るなといって、その自転車を、のっとるわけじゃないですけど……。 

【事務局（中島）】  基本的にその人が使っているということになるので、課金はされているんで

すね。ただ、放置自転車を見つけた場合、それを連絡すると、ポイント制じゃないですけども、ポー

トに返してくれるときに、何か一定のポイントがつくような、そういうシステムも一応考えていると

いうことです。だから場合によっては、乗り捨てられている自転車をそのまま使えるかどうかという

ところは、今後の課題かもしれませんけれども、利用は可能かなというふうには考えています。 

【末吉委員】  それが再配置の解決の中で一つになるのかなと思って、ちょっとお伺いしたので。

今のお話だと、ポートからポートへというのが原則になりますよね。そうしますと、ポートには課金

システムが機械的につくわけですか。ラックとともに。今のいわゆるドコモ方式なのか、それともス

マホオンリーなのか、もしくはポートに返して、そこで解除すれば課金がとまるという方式を含めた

意味の、複合的な課金方法をとるのか。その方法のどこかで、ポート・トゥ・ポートとなると、ポー

トがなければ役に立たないわけですから、そうすると会長がお話しになっていたように、数がない限
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り、メルチャリのときの受容度から見るとかなり拘束されることになりますから、そこのところで逆

に民間事業者の方がビジネスとしてやっていくのは、自治体のほうの協力があって、そして同時にス

タンドがあって、ここが管理されている場所であるということがわからないと、コミュニティサイク

ルとしての機能はかなり低下するので、民間企業としては厳しいと。 

 今、まだ公開できない、お話しできないという話がありましたから、恐らく業者のほうから提案が

あった上で、それでどうかという判断をすることになるわけですね、今後は。その辺のシステムの形

がどういうふうになるのか、そこだけはちょっとお聞きできないものですか。 

【事務局（中島）】  簡単に言うと、ポートからポートに返さなければ、ラックからラックに返さ

ないと、課金はとまりません。ただし、事前にそこのポートに返したいという予約制ができると。あ

いているかどうかというのをちゃんと確認した上で、そこに事前に予約しておくと、必ずそこに返せ

るというシステムで、今考えています。 

【鈴木会長】  多分ビジネス的なことを考えると、南部には置かないという判断をされる可能性が

高いと思うんですよ、事業者さんからしたら。南部は利用が見込めないだろうということで。ビジネ

スとしてはそうですけれども、公共交通の補完としては南部も必要だと思うので、その辺はどのぐら

い強く言うような感覚でおられるんでしょうか。 

【事務局（長谷川）】  当然こちらのほうで公園や遊園など、南部にあるものも候補地として出し

ているところでございます。それプラス、メルカリの実験のときに、南部の方からフレスポさんみた

いなスーパーのところもぜひ使いたいということは、先方からもいただいているところでございます。

フレスポさんが引き続きポートとして提供していただけるのであれば、南部につきましても積極的に

展開していきたいと考えて、先方も、南部にあればぜひ設置していきたいということでは聞いていま

す。 

【事務局（中島）】  あと、バス停ですね。南部のほうはあまりバス停がないんですけれども、そ

ういった交通接点というような意味合いも含めて、少しその辺の公共施設に置いていきたいというと

ころで、今、調整はしています。 

【末吉委員】  アシストですか。 

【事務局（長谷川）】  アシストです。 

【末吉委員】  仙台にこの前行ってきたんですけれど、１年か２年前に行ったとき、ポートが拡散

していたんですよ。それが去年行ったときは中心街に集中しているんですよ。今おっしゃったように、

外は車を使う人が多いですから、自転車の利用は低いということで、真ん中に寄ってきたんです。密

度が物すごく高いんですよ、真ん中あたりは。肝心のいわゆる公共交通の補完という役割はあまり果

たしていなくて、仙台市は今、支店がどんどん集中していて、ビジネスマンの市内の移動が自転車に

なっているという影響があるらしいんですね。 

 国立の場合、どうなのかわかりませんけれど、アシストということになればかなり谷保の下のほう

の、いわゆる段丘の下側の坂道も楽になるかなと思っていたんで。普通のママチャリタイプだとしん

どいかなという感じですけどね。わかりました。 

【委員】  私はアシスト自転車に乗ったことがないんですが、それは楽なものなんですか。 

【末吉委員】  めちゃくちゃ楽。うそみたいに楽です。 

【委員】  そうなんですか。 

【事務局（中島）】  試乗しました。電動のギアが３段階あって、一番アシストを強くするとほと
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んどこがなくても進むぐらい。これ、自転車なのかと。だから高齢者の方は、きちんとそういうのを

お知らせしないと、結構難しいかなというふうに逆に思いました。ただ、本当にこれは長時間乗って

いられるなというのも、実感としてありました。今すぐ導入はできないんですけれども、幼児３人乗

り自転車というのも市の施策としてはあるので、その辺も今後検討していくというところでは、今、

業者さんと検討しているところなので。すぐはできないんですけれども、今後そういったところも含

めて、また皆さんのご意見をいただきながら、進めていきたいと思っています。 

【末吉委員】  それ、充電施設もつけるわけですね。要するにパック型の充電を入れかえる？ フ

ル充電の場合、どうするの。 

【事務局（長谷川）】  充電については、充電できるポートは基本置かないポートのほうが多いと

いうふうには聞いています。再配置の方が週１回なり、２回なり交換するということが多いというふ

うには聞いています。もちろん充電式のポートがないわけではないけれども、基本的に最初の設置ポ

ートは、そういう大がかりなものではないところが多いとのことです。 

【末吉委員】  ドコモなんかの場合には、結局乗るときにフル充電だというふうによく言われてい

たんですよ、原則。都内の取材に行ったときには。結局使うときに充電がどこまでいっているか、メ

ーターを見ると、これ、足りているんだろうかという不安を持つケースが多いので、その充電の手間

が大変だと言われていたんですよね。 

【事務局（長谷川）】  自転車の電池については、フル充電時だと最大走行距離が７０キロ前後と

いうふうに聞いておりまして、それだと１週間ぐらいもつんですよというふうなことは、ヒアリング

で聞いていまして、週１で交換していれば、基本的に電池は切れにくいのかなということは聞いてい

ます。 

【末吉委員】  わかりました。 

【事務局（中島）】  ただ１点、国立市内だけでなく、実はこれ、広域的に使えます。もうほぼ皆

さんわかっていると思いますけど、府中とか調布、稲城、国分寺までポートがありますので、そちら

のほうまで使えるということがあります。国立市内だけでないというふうに考えると、１週間もたな

い可能性もあるというところであります。 

【末吉委員】  それだったらビッグデータのビジネスになりますからね。 

【根岸委員】  ちょっと違う観点で。放置の問題なんですけれども、これ、利用者情報でわかるわ

けですよね。放置した人は誰かというのは特定できるわけですよね。そういう方々に対しては、何ら

かの措置はあるんですか。ポートに入れないと課金されるといっても、放置する人は絶対いると思う

んですけれど、その辺の対策といいますか、対応策というのはどんなことをやっていかれるのか。 

【事務局（長谷川）】  やはり放置してしまうと課金がとまらないということが、かなり抑止力に

なっているということで、そういった方々がほとんどいないのが実状であるらしいです。ただ、もち

ろん違反者とかそういった方、もしくはどうしても放置したいという、緊急の電話とかもあるらしい

んですね。そういう場合はコールセンターに電話いただければ、やむを得ず対応させていただいて、

その場ですぐ撤去なり回収するみたいなことは、例外としてはやっているみたいなんですけれども。

原則としてはやはり課金をとめられないというところが一つです。 

 実際にそれをやっているかどうかはあれですけれど、そういったルール違反をされる方については、

アカウントの停止等も必要になってくるんじゃないかというふうには考えています。 

【委員】  横領罪か何かになるんですよね。放置はならないのか……。 
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【事務局（中島）】  実際問題はそうなんですけれども、じゃあ、裁判までやるかといったときに

はなかなか、メルチャリのときもそうでしたけれども、金額もそんなに行くわけではないので、なか

なかそこは難しいみたいですね。ただ、メールなり何か通知は結構頻繁に行くらしいので、そういう

面では、近隣でやっている中では、ほぼないということでは聞いています。 

【鈴木会長】  ほかに、よろしいでしょうか。 

     ご報告いただくということで、次に行きたいと思います。（２）中央線高架下自転車駐車

場の平成３０年度利用状況、事務局より報告をお願いいたします。 

【事務局（長谷川）】  それでは資料№２、中央線高架下自転車駐車場利用状況一覧（月別）をご

覧ください。おさらいで申しわけありません、高架下のところは、今年度の４月から５００円に料金

を値下げしているプラス、一時利用については２時間無料ということで、４月から始めさせていただ

き、条例どおりにいきますと、来月の４月に料金５００円が１,０００円になります。当初１カ月

１,２００円でございましたので、実質は、今年度はもちろん来年度も値下げ状態にはなるんですけ

れども、４月からの料金は、３０年度と比較すると上がるということになります。 

 こちらの表は、各月別の、大きい文字の数字は定期の利用契約者の数でございます。当初平成

２９年度の３月はまだ料金が高い、値下げしていない状況だと４１５人の契約者だったところが、

４月から１.５倍となり、最終的に一番多かったのが１２月の時点で、９５４人であったということ

です。これは最新の数字ですが、３月は来月に向けて契約をやめられた方もいらっしゃったのかもし

れませんが、少し減少の傾向があるという状況が見てとれるかと思います。 

 実際に現場を見させていただいた個人的な感想でいうと、一時利用と定期利用の両方を併用で、中

央線高架下ではやっているので、どの自転車が定期かというのはぱっと見に判別はつかないんですが、

かなり自転車が埋まっているような状況が見受けられます。今まで全く使われていなかった上のラッ

クについても、数台とめられているような状況が、昨年度にはなかった光景が見られましたので、や

はり値下げの効果というのは、利用者増には確実につながったのかなというところでございます。 

 これから当然分析、評価すべきところは、利用者が増えたのはいいんだけれども収益のところで、

値下げする前からどの程度収益が見込めるのかというところがございます。やはり本格的に我々が見

るべきは来月の４月以降、実際に利用者増を見込んで目玉として月５００円というキャッチフレーズ

でやらせていただいて、そのまま利用者が定着するかどうかが一番ネックなのかなと思っていますの

で、４月以降どれだけ減ってしまうのかというところを注視するのが、今後我々の見るべきポイント

かと思っているところでございます。 

【事務局（中島）】  一時利用は大体１日４０台から５０台ぐらいございました。２時間無料でや

っておりまして、確かに増えたんですけど、思ったより、月５００円ということもあって、一時利用

よりも定期利用でいいんじゃないかという人がいたのかなと思います。そういった中で、一時利用に

ついては今後もＰＲしていきたいと思います。 

 一般の方、特に市外の方の利用がここで少なくなってきているというところを考えると、５００円

が１,０００円になっても、市外の人だと２,０００円になるんですね。じゃあ、ほかに流れているの

かというと、そうでもないので、多分本来であれば自転車は別に使わなくてもいい人たちだったのか

なというふうには、ちょっと推測しているところでございます。 

 以上です。 

【鈴木会長】  ありがとうございます。 
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 今のご説明について、何かご質問等ございますか。 

【末吉委員】  金額的なことはもちろんあると思うんですけれど、ちょっとうがった質問なんです

が、大学通りの西側の無料駐輪場が、ほぼ半分までいかないまでも、減らされたと。あの影響という

のは、ある程度ここに反映されている可能性はあるんでしょうか。 

【事務局（中島）】  あそこは大体２００台ぐらいとめられたんですね。それを置けなくしたとい

うか、公園のほうに返したんですけれども、じゃあ、その自転車はどこに行ったかというとこれは単

純で、第２駐輪場、西友の南側なんですけれども、あそこに民間で大体３００台ぐらいの駐輪場があ

るんですね。当初全然入っていなかったのが今は満杯になりましたので、多分そこに行ったんだろう

なというふうには考えております。 

【末吉委員】  わかりました。 

【鈴木会長】  ほかはいかがでしょうか。 

 市外の方は、４月からは２,０００円？ １,０００円？ 

【事務局（中島）】  市内、市外両方とも一般の方は１,０００円です。学生はそのまま継続、

５００円ということになりますので、その辺をちょっと売りにしていこうかなとは考えております。 

【鈴木会長】  先ほど市外の方のお話がありましたが、近隣の民間駐輪場とかが１,０００円より

安いとか、そういうことではないんですか。 

【事務局（中島）】  逆に高いですね。２,０００円から２,５００円、民間だと３,０００円のとこ

ろもありますね。 

【鈴木会長】  だからやっぱり、今まで安いから使っていたけど、１,０００円出すならやめよう

みたいな方が    とか。 

【事務局（中島）】  というところだと思います。 

【鈴木会長】  大体２割ぐらいは動くとは、経験則的には言われているようですから、値上げとか

そういうことに関して。ただ、それまでに９５０台ぐらい行っていれば、今、８６９ですけれども、

前の平成２９年度ぐらいまで落ちることはないとは思いますので、効果は一定程度あったのかなと。 

【委員】  南口は２倍以上ですよね。 

【鈴木会長】  そうですね。やっぱり、１回使ってみたら、まあ、いいかなという方が結構いらっ

しゃるんじゃないかなと思うので。 

 ほかは何かいかがでしょうか。 

【根岸委員】  だけど採算をぜひ、４月には多少まだ減るんでしょうけれども、２９年度の３月よ

りはまだましとはいえ、赤字が多少減るぐらいの話なので。そこら辺の見きわめもしながら、今後の

投資も考えていかなければいけないのかなとは。 

【事務局（中島）】  ランニングコストで考えますと、実はもう今年度というかこの３月で、ラッ

クとかそういったところのリースが終わりまして、かなり余裕が出るというところで、この人数で推

移していけばまあ、トントンぐらいで維持管理はできるのかなというような数字になりつつあります。 

【根岸委員】  でもまだ半分行っていないですよね。 

【事務局（中島）】  台数的にはまだ半分なんですが、見てもらうとわかるんですけれども、１階

のところはもうほぼ、結構埋まっていて、上のラックの部分があいているというところです。 

 今後ですけれど、南側のタイムズでやっている駐輪場はわかりますか、駅にすぐ近い、ｎｏｎｏｗ

ａ口から出たところにあるんですが、あれはずっとあるわけではないので、そういったところを吸収
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するための高架下ということもあります。じゃあ、閉鎖して何か違うものをやるかというのは、今の

ところは考えていないところでございます。 

【委員】  タイムズさんがなくなるんですか。 

【事務局（中島）】  ご存じの方はあるかと思うんですけれど、ＪＲの件があって。あと１年は、

少なくともまだ継続するというところでは公表されていますけれども、その先はちょっと、もうＪＲ

次第というところです。 

【鈴木会長】  ２,０００台というのがもともとすごく多いというか、かなり大きいとは思います

ので、全部埋まるというのはなかなか難しいと思いますけれども。大型のものが入りやすいとか。 

【事務局（中島）】  そうですね。大型のスペースを増やしましたので、結構それは実際使われて

いますね。 

【鈴木会長】  ニーズは増えてくると思うので。１,０００円に戻しても、その後も   需要が

あるかなと思うので。 

 ほかにございますか。 

【根岸委員】  利用者のお住まいというのは、やっぱり西の方が多いんですか。それとも、そこま

でデータがとれるかどうかはあれですけど、市の東側の人間としては、東の人の利用がもっと増える

と、もっと増えるんじゃないかと思うので。 

 それで金額というのはやっぱり想定的に値ごろと感じるかどうかというところがやっぱり、差がつ

くと、例えば東の人をちょっと安くしてあげるとか、どうやってやるかわからないですけど、そうす

ると西よりも東のほうが安いんだなというと東の人が、たとえ数百円、数十円でも値ごろに感じて、

東の人の利用が増えたりとか。西の値段を上げるというよりも、平均をとってやればいいと思います

けど、そうすると東の人が心情的に利用しようかなという。東の人間としては、どうしても駅からま

た西のほうに行くというのは、心理的に遠回りなイメージが。でもその値段の差があるんだったら、

東の人も利用しようかなと、東の意見として。 

【事務局（中島）】  大学通りの無料駐輪場、西側は一部閉鎖したんですが、今後東もやっぱり考

えていかなきゃいけないと思っていまして。今のご意見は、おもしろいなと正直思いまして。ちょっ

とその辺と合わせた形で今後検討したいというのが、聞いた中で思いました。 

 ですので、ここでちょっとやるとか、やらないとかいうことではなくて、東側の大学通りの無料駐

輪場を閉鎖する、しないという問題もありますので、その辺また、この審議会でご意見をいただきな

がら、今言われたようなご意見も踏まえながら、考えていきたいと思っています。 

【鈴木会長】  どの辺の方が使っているというのはわかると思いますけど。 

【事務局（長谷川）】  そうですね。市内在住の方でいいますと、やはり中央線以北の方が大半で

あると。中央線以南の方は南第１や南第２を使っている方が大半でございますので、基本的には、ほ

ぼ以北の方が使っていらっしゃる。市外の方につきましては、国分寺市さん、立川市さんの方もやは

り中央線以北が多いかなと。立川市さんだと錦町の方々も利用者はあるんですけど、おおむね中央線

高架下から見て北部に住んでいる方、もしくは西部に住んでいる方が大半であるという状況でござい

ます。 

【鈴木会長】  ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは次に、３番の議題に移りたいと思います。自転車ネットワーク計画についてということで、
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事務局よりご説明をお願いいたします。 

【事務局（中島）】  では、資料№３、自転車ネットワーク計画の基本的な考え方（案）をごらん

ください。 

 ざっくりしか書いていないんですけれども、１番、このネットワーク計画期間はおおむね１０年と

考えております。ただし第Ⅰ期については、市のほうの基本構想が、最終年度が２０２７年度となっ

ておりますので、こちらの年度に合わせていこうかと考えています。そうすると９年ぐらいで次の第

Ⅱ期に入っていくという形です。ただし５年程度で中間の見直しもやっていきたいと考えています。 

 ２番ですけれども、整備計画のエリアということで、国立市は皆さんご存じのようにそんなに大き

な市ではなくコンパクトということもありますので、市内全域ということで、また他市とのアクセス

を考慮した路線設定をしていきたいと考えています。 

 ３番ですけれども、ネットワーク候補路線の抽出の考え方でございます。これは今現在、自転車通

行の空間がある路線、大学通りは都道でございますけれども、あと市道になりますさくら通り、こち

らがちょうど市の中心に当たっているということもございます。大学通りは自転車レーン、さくら通

りについては自転車道ということで整備が進んでいるところでございますので、ここを本当の中心と

なる幹線ということで考えております。 

 そこに、生活道路からこの主要幹線にアクセスするための、主に車道混在路線という形になります

けれども、歩道から車道ヘ自転車利用者の誘導を諮っていきたいと思っているんですけれども、なか

なか歩道が広い路線がないということもございまして、どちらかというと車道走行の自転車通行マナ

ーの向上というところの成果が、多分期待されるのかなとは考えています。そのためのナビマークで

あり、ピクトグラムを設置していくということで、路線を考えております。 

 第Ⅰ期目以降、当然将来的に道路整備が進んでいけば、検討していく必要があるところという要検

討路線も考えていきたいと思っています。もう一つは、国立駅直近です。ここは自転車整備計画の中

で言っているんですけれども、自転車動線が駅直近に集中しないような形をとっていきたいというふ

うに考えています。 

 （１）主要幹線ですが、先ほど言ったような大学通りであり、さくら通りといったところですけれ

ども、これをメッシュで考えると、５００メートル圏内でほぼ幹線にアクセスできるような路線を設

定していきたいと。５００メートルにつきましては、資料№５にあります、赤線のメッシュになって

いるのが５００メートルで、幹線から大体半径５００メートルで円を描くと、このような灰色の動線

になっていて、ほぼ国立市内を網羅できるんですけれども、一部、西の郵政研修所のほうと、甲州街

道沿いの青柳地域が入らないんですけれども、こちらについては将来的に道路が整備されていくなり、

ピクトグラム等の車道混在の整備を行う中で対応していきたいというふうには考えてございます。 

 ５００メートルの基準ですが、これは都市計画マスタープランが５００メートルで考えております

ので、それを基準にしているということでございます。 

 （２）のアクセス路線ですけれども、生活道路で比較的交通量がある路線、全区間をお示ししてい

るんですけれども、８月２７日の第１回にありました資料ですけれども、後で見ていただければと思

いますが、資料№５の自転車通行の多い路線というのがございます。そういったところを考慮しなが

ら、このアクセス路線を考えています。 

 （３）要検討路線については、先ほど言ったような形で、将来的に整備が進んでいけばというとこ

ろで、考えている路線ということでございます。 
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 資料№４は、路線ごとに、主要幹線であれば四角１、北大通り、市道北第１７号線になりますけれ

ども、こちらについては立川市、国分寺市へのアクセス路線になるということもあって、既に自転車

ナビマークは設置しているんですけれども、将来的な都市計画道路の優先路線でもありますので、自

転車レーンなどを検討していきたいと考えています。 

 四角２、大学通りです。こちらは東京都さんの道路になっているんですけれども、現在自転車レー

ンの劣化が進んでいまして、こちらの再整備をしていこうということで、東京都さんと協議中でござ

います。そこで、自転車通行空間の見直しをやっていこうということで、今、協議中になっておりま

す。具体的なことについてはまた今後皆さんにお示ししていこうと考えていますけれども、基本的に

はフラワーポットの撤去と、議会、市もそうですけれども、双方向で通行空間を確保できないかとい

うことで、検討しているところでございます。 

 四角３、さくら通りは、今、事業中でございますけれども計画の自転車道を、３分の２ぐらい整備

が終わりまして、残り３分の１ということで、平成３３年度には完了するということで、今、整備し

ているところでございます。 

 四角４、日野バイパスでございます。こちらについては国道になりますけれども、府中から甲州街

道を来て、日野へ行く路線ということで、これは南部の主要幹線でございます。警視庁により自転車

ナビマークを既に設置しておりますけれども、インター周辺はされていないところもあって、そうい

ったところの迂回路線を検討しなければいけないというふうに考えています。ただ、こちらはまだ整

備形態については未定ということで、走行空間の確保ができるか、できないかは今後検討していくと

ころでございます。 

 めくっていただきますと、次はアクセス路線ということで、車道混在ピクトグラムを整備していき

たいということで、市道の丸１から２４まであります。こちらは後ほど見ていただければと思います。 

 一番最後の４ページ目になりますけれども、三角の１から７ということで、こちらは今後、道路の

拡幅等が予定されていたり、都市計画道路の予定があったりというところで、ただ時期的にもいつに

なるか未定ということがございますので、今後こういったところは検討していくという、要検討路線

ということで考えています。 

 具体的に図のほうを見ていただきますと、資料№６です。こちらはネットワーク路線の主要幹線に

あたるところです。四角１が北大通り。四角２が大学通り、こちらは東京都さんの道路になりますの

で、色を分けています。四角３がさくら通り、これは今、市で整備していると。四角４は日野バイパ

スで国道になりますので、色別に描いています。 

 あと緑色ですけれども、こちらが警視庁のほうでナビマークを設置してきているところです。ただ

警視庁さんのこれは車道混在ピクトグラムとちょっと違って、啓蒙という意味合いが強いということ

です。実際問題、甲州街道を自転車で走行するのは、かなり勇気が要るかなと思っています。甲州街

道、谷保駅からさくら通りまで、あと旧第八方面ですか、こちらに警視庁のほうでナビマークを設置

されています。甲州街道は一部で、点線になっているところはまだ設置されていないですが、今後こ

こも設置するということで聞いております。 

 次に、資料№７をごらんいただきますと、ピンク色の線のところで、市のほうで車道混在という形

でピクトグラムを整備していこうというふうに考えています。特徴的なところで言いますと、国立駅

ですけれども、旭通り、富士見通りをあえて塗っていません。というのは、やはりここを塗ることに

よって、自転車の混乱というか、かなり路上駐車もあって、そこを推奨していくというのはちょっと
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問題があるだろうと考えていまして、できるだけ周辺に迂回させるような形で、考えております。そ

ういった中で、こちらのほうは考えています。 

 それで南部が、なかなかいい路線がなくて、狭隘道路が多過ぎて引いていけないというところで、

今後の道路整備に委ねるしかないのかなというふうには思っています。これも第Ⅰ期ではなかなか難

しいので、第Ⅱ期以降、検討していきたいと思っています。 

 そういった中で、次の資料№８を見ていただきますと、茶色の破線で示しております。三角１、三

角２でございますけれども、こちらは西１号線、中央線の南側の道路でかなり混雑していますので、

こちらを分散化させたいという思いがあって、検討していきたいと考えています。 

 それと三角３については、二小と八小があるんですけれど、八小は１本ずれますが、自転車という

よりも車の通行が多くなってきて、ちょっと交通対策をやっていかないといけないのかなと考えてい

る路線で、そういった中で、将来的な検討路線ということで入れております。 

 三角４と三角５については、将来的な都市計画の路線になっておりまして、立川東大和線、立川

３・３・３０号という黒の破線になっていますけれども、こういったところができてくればというと

ころでございます。将来的にはこの辺が幹線道路になってくるだろうというふうに考えていまして、

それに合わせて計画段階から、市としては位置づけをしていきたいということで入れております。 

 三角６と三角７ですが、こちらは拡幅の計画がございます。そういった中で、将来的に通行空間の

整備をしていきたいと考えています。 

 以上が、ざっと候補路線のご説明になります。 

 参考資料ですが、こちらは交通事故の発生場所と、ＥＴＣ２.０のデータを載せています。これは

担当のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

【事務局（伊佐】】  交通係のイサと申します。私のほうから、参考資料についてご説明させてい

ただければと思います。まずＡ４横の用紙のほうを見ていただければと思います。左に巻末資料１と

記載されているものになります。 

 こちらは、小学校が市内８校ございますが、その学区ごとに黒い大きな線で分けております。この

中で、緑の印が平成２７年、ピンクが２８年、黄色が２９年に起こった事故を、それぞれ丸をつけて

いるという資料が１枚目になります。 

 ページをおめくりいただきまして２枚目です。こちらは道路の、自動車の速度調査をしている資料

になります。特に№２になりますが、西から東への一方通行の道路になりますが、朝８時台、通学す

る子どもも多い時間帯になるかと思いますが、速度超過の割合というのが５４.１％となっておりま

す。それから№４をごらんいただきますと、北から南への一方通行の道路になりますが、こちらもピ

ーク時は５０.９％の速度超過の割合があるということで、こうした一方通行の道路で速度超過の車

の台数が多いというところになっております。 

 それから、ページをおめくりいただきまして３ページ目になります。この資料は、交通安全の計画

を策定しておりまして、それに伴って作成している資料となっております。資料３は、国土交通省の

国道事務所様からご提供いただいたデータになりますが、ＥＴＣ２.０を登載している車のデータを

活用しております。ですので、ＥＴＣ２.０を登載している車が全体の２０％弱ということになりま

すので、全ての車のデータではないということをご留意いただければと存じます。 

 まず国立駅周辺の状況になります。特に赤い線のところが、３０キロの規制速度からオーバーして

いる車が多い道路になっております。 
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 ページをおめくりいただきまして資料４をごらんいただきますと、急減速発生位置になります。ブ

レーキを踏んでいるということですが、特に赤い丸のところが強いブレーキということになります。

青い丸については、場合によってはブレーキを強く踏む癖のある方が含まれている可能性があるとい

うところになっております。 

 ページをおめくりいただきまして資料５ですが、こちらは谷保駅の周辺で、３０キロの規制速度を

超過している状況になります。 

 またページをおめくりいただきまして資料６です。こちらは谷保駅周辺の、急減速の発生位置とな

っております。 

 ページをおめくりいただきまして資料７です。こちらは矢川駅の周辺で、データを頂戴しておりま

す。３０キロの規制速度を超過している割合。 

 ページをおめくりいただきまして資料８、こちらは矢川駅周辺の急減速発生位置の資料になります。 

 またページをおめくりいただきまして資料９ですが、こちらは南部地域の３０キロの規制速度を超

過している路線を抽出しているものになります。 

 最後のページが、同じく南部の急減速の発生位置となっております。 

 こちらのデータの抽出期間は平成２９年１月から１２月で、その間のデータに基づいて分析をいた

だいているものになります。 

 説明としては以上になります。 

【事務局（中島）】  ちょっと言い忘れました。この自転車ネットワーク計画ですけれども、次回

の自転車対策審議会で、市のほうから諮問をさせていただきまして、答申という形で案というか、審

議会のほうでつくっていきたいと考えております。ですので、今回抽出路線ということでございます

けれども、次回にはきちんとした形の素案という形で、委員の方にはお見せしていきたいと思ってお

りますので、この場でご意見等あればいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

【委員】  諮問を出すのはいつでしたっけ。 

【事務局（長谷川）】  次回の対策審議会なんですが、次回の日程につきましては、早くて５月、

６月ごろを考えております。 

【鈴木会長】  じゃ、今のご説明について、ご質問等お願いいたします。 

【事務局（中島）】  多分、すぐは出ないかもしれないので、次回は５月１７日を検討していまし

て、そのときに正式に諮問という形になりますので、その間に詳しい意見等いただければというふう

には思っております。もちろんこの場でいただきたいところはあるんですけれども。それで６月の議

会に案という形で出したいというふうには思っていますので、で、６月、７月でパブリックコメント

をやって、９月、１０月ぐらいには案を取っていければというふうに思っています。最終的にはこと

しの年内中に計画を策定したいというふうに思っていますので、ご協力いただければと思っておりま

す。 

【鈴木会長】  資料の件ですけれど、この人身事故発生状況というのは自転車とかに限らずですか。 

【事務局（中島）】  はい。こちらは自転車、車全部含んでということになっています。 

【根岸委員】  ちょっといいですか。ちょっと全然観点が違う質問かもしれませんけれども、大学

通りとかさくら通り、自転車道とか自転車レーン、あれだけ整備されているのに、相変わらず歩道を

走りたがる人がやたら多いんですけれど、あれ、何なんですかね。金かけて整備しても……。 
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【事務局（中島）】  多分さくら通りは、正直言って桜が邪魔で走りにくいというご意見、結構あ

るんですね。なので、歩道も整備されましたので、走っているのかなというふうには思います。 

 大学通りは、自転車レーンで一方通行なんですね。渡れるところが頻繁にあればいいんですけど、

なかなかそういうところがなくて、そうするとやはり歩道を逆走したりという方が多いと。その辺の

データは今回持っていなくて申しわけないんですけれど、次回のときにまたちょっと、どれだけ歩道

を自転車が走っているかという資料を出したいかなと思っていますけれども、相当数あります。です

ので、トラブルとして市のほうに来るのは、大体歩道で接触の形が多いですね。 

 市としては置き看板を出しているんですけれども、最初やったときよりは、少しは効果があるのか

なと思いますけれど、なかなか決め手にはなっていないというのが本当に現状です。そういったとこ

ろも含めて、今、東京都さんと協議をして、再整備の形をどうするかというところで検討しています。 

【松本委員】  理由は自分でわかっているんです。大学通りの自転車レーンはちょっと斜めになっ

ているんですよね。こちら側にフラワーポットがあって、こちらは植木がずっと並んでいるんですけ

ど、追い越そうとしても追い越せない幅で、すごく微妙な、ちょうど追い越せない幅みたいな感じな

んですよね。で、斜めになっているので、お年寄りとか左のほうに避けて走っているんですけど、で、

追い越してもらおうとしているんですけど、やっぱり恐怖があるんですよね、植木に引っかからない

かとか。それだったら歩道のほうが広くて走りやすいから、そっちのほうに移っちゃえというような

心理は、皆さん持っていると思います。 

 あとは、一方通行だということですよね。面倒くさいから歩道行っちゃえということだと思います。

ですから、自転車道をもし整備されるのであれば、あのさくら通りと同じぐらいの並びで整備される

のであれば解決するんじゃないかなと思って。 

【末吉委員】  今の関連なんですけれども、私は自転車に常に乗っている人間なので、幾つかあり

まして。他市とのアクセスを考慮した路線というのを行うというふうに、この整備計画エリアの冒頭

に書いてございます。もちろんこれは推進していってもらいたいんですけど、幾つかやっていく段階

で、例えば学園通りをどうするか。学園通りと立川の接点というのは、幅が広がっているんですよね。

マンションの北側のあたりから。今、立川は非常にしっかりしたナビマークと、太い青いナビを、ず

っとつけてありますね。国立の学園通りは幅が狭くて、歩道が狭い。そういうことになると、同じナ

ビマークで果たして、立川とつないでいくことができるのかどうか。そういう協議というのも同時に

して行っていただきたいなというのが一つです。 

 それから関連なんですけれども、大学通りの双方通行に関しては、いろいろ私たち市民の間からも

出ています。実際に今、指摘がございましたように、狭くて斜めになっていて、追い越ししにくくて

一方通行であると。それが、今の幅でフラワーポットをとって、双方向になったら、じゃあ、追い越

しができるかというと逆に危険なんですよ。それで、実際にどうしていくかというと、先ほどお話し

になったように、自由にあっちこっち行けないからだという説があるわけですね。ならば、自転車を

優先するのであるならば、例えば歩道橋のところに自転車が向こうに渡れる、東の人が駅のほうに行

くには、西側の自転車道を走らなくちゃいけないわけです。それが面倒だから歩道を走っちゃうんで

す。ならば、自転車を優先するまちをつくっていくのであるならば、自転車が、東の人が西側に行け

る、帰りにはそのまま帰ってこれる、そういうふうな形に自由に行き来できるだけの、自転車が向こ

うに渡れるというコースをつくってあげれば、それほど難しくはないと思うんです。 

 現に、今、さくら通りで私たち、非常に危険だと思っているのは、もちろん桜の根が出ているから
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狭くなっていて、本来双方通行の車幅を十分に確保できていないにもかかわらず、双方通行になって

いるわけですよ。そうなってくると、これ、子どもを乗せているお母さんにとっては、危なくてしよ

うがないんです。むしろあそこは、計画どおりといったらおかしいですけど、前市長のときにそれを

決めたわけですけれども、今のガイドラインにあるように、一方通行にして、左側通行から右に行き

たい人が渡りやすいような設計を道路にしたほうが、私は自転車が似合うまちかなと思います。 

 そこら辺の、もし諮問にしてこれを出すのであれば、議会で決まってしまったことだからって、大

学通りのほうはもう東京都がやるぞということを言っているわけですけれど、その大学通りの問題に

関しても、そのまま双方通行になって、さくら通りと結節したとき、谷保に行くときにはどうするん

だという問題が出てくるわけです。なぜかというと、谷保に行くほうは、一方通行になるんです。自

転車道路はどうしたって車道を走りますから。そのときに、右側から走ってきた自転車が、谷保の駅

に行くとき、わざわざ左のほうに渡っていかなきゃいけないんです。今までどおりであれば、谷保に

行く人は左側を走って、そのまま真っすぐに行けば済むわけですよ。それがネットワークのあり方だ

と、私たちは自転車倶楽部を運営しているんですけれど、そういうふうに考えています。 

 ネットワークのあり方というのは、何のためにやるかというと、もちろん自転車の利便性というの

も重要な課題だと思いますけれど、まずは安全に走る、自転車同士も安全に走る、自転車が車道を走

るときにも確実に信号を守って走れる、そういう環境を道路上整えるのが、まず絶対的な基本だと思

うんですよ。こっちは双方通行で、こっちは一方通行、そういう道路の二重の基準ができるというの

は、極めてネットワークにとってはマイナスであろうと。 

 最後に私のほうで、このネットワークをつくっていく上でお願いしたいのは、先ほどもちょっとあ

りましたように学園通りが立川と結びつくとき、車幅が広がっているので、ナビの形が変わる可能性

があるわけですよね。そういうことの統一性を持ってもらうと同時に、一番重要なことは車と自転車

の混在の生活道路の中で、自動車の運転者にも、今、審議会の中で議論すべきことじゃないかもしれ

ませんけれど、やはりどうしても車と自転車が共生するのであるならば、そこのところで自動車のほ

うの責任分というのも、非常に重くなってくると思うんです。例えば３０キロゾーン、２０キロゾー

ンも第三小学校のところで１カ所あります。私が見ていても、およそスピードを守っている車なんて

ありませんよ。ヨーロッパだったら一発でアウトですから、こういうところは。 

 警察のほうでどう取り締まるかというのは今後の問題もありますけれど、やはり自転車が走るとい

うことは、自動車との共存をそこで模索して、ナビをきちっと引いた上で、自動車のほうにもそれな

りのしっかりした、責任を持った運転をするという指導をしていただかないと、先日開きました自転

車の学習会の中でも、出てくる問題はそこなんですね。道路は自転車と自動車と歩行者のものですか

ら、混在の場合にはやはり自動車は３０キロゾーン、２０キロゾーンをしっかり守ってもらうという、

それをぜひとも、立川警察さんにもかなり厳しく取り締まってもらって、意識を変えてもらいたい。

そういうことでもって、初めて安全、安心とネットワークが機能する、自転車のまちになっていくん

ではないだろうかと。 

 私はまだこの図面全部見てませんし、わかりませんけれども、今言える範囲ではそういうところを

基本に据えて、ぜひ自転車道のネットワークの設定を進めていただきたいと切望しております。 

 以上でございます。 

【事務局（中島）】  ありがとうございます。 

 やはり他市とのアクセスといいますか、今言われたような一連で整備していくというところは、や
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はり必要だということで。立川市さんとは事前にお話が来ていて、立川市さんが先にナビマークを設

置しますよということで言われていまして。そういった中で、道路幅が変わってくるというような問

題もございますけれども、連携をとりながら、よりわかりやすいような形のピクトグラムを考えてい

きたいと思っております。 

 それと大学通りの件につきましては、これも昔から、かなり前からいろいろなことが言われていま

す。最初は自転車レーンを逆走するところから始まっていまして、逆走が少なくなったと思ったら、

今度は歩道を走行する人が増えてきているというところで、今、問題化しているというところがござ

います。やはり乗りづらい、通行しづらいということはもちろん言われるとおりだと思っていますの

で、そういったところも含め、また各交差点の安全対策というところも必要だろうと思っています。

さらに言わせていただければ、自転車利用者のマナーの向上というのも、当然必要だと思っています

ので、これはセットでやっていく必要があるだろうと思います。 

 そういった中で、もう一つ言われたのが車の件ですけれども、今、交通安全の計画を、交通安全対

策審議会という違う審議会なんですけれども、そちらのほうで検討しております。この自転車ネット

ワーク計画と合わせた形で、今、計画を考えておりまして。相互の調整を図っていこうと考えており

ます。委員おっしゃるとおりだと私も思っていますので、車のほうのマナー、啓発も十分必要だと思

っています。その辺もほかの計画と合わせながらやっていきたいと、今、考えているところです。 

【鈴木会長】  ほかにいかがですか。 

 私のほうからもちょっと質問というか、意見と質問なんですけれど。今、いろいろご意見が出てい

るように、自転車道をつくったらいいということじゃないと思うんですよ。狭ければ使わないですし、

路面の状況とかによっても使いづらければほかのところに逃げるわけですから、そうするとそのスペ

ースというのは無駄になるわけですよね。今、その２メートルの自転車道を使わなかったら、自転車

以外が使うわけじゃないですから、残りのところに歩行者と自転車が同時に行ってしまうわけですか

ら、結局無駄になるような自転車道をつくって、でも法律的には自転車道ができたらそこを通らなけ

ればいけないとなるので、本当だったら取り締まらなきゃいけないという。だから街路灯にもなって

いないような状況になってしまうわけですから。 

 そういった、分離するという観点でつくって終わりということじゃないと思うので、そういったも

のをつくるということであれば、きちんと使われるようなものをつくらないといけないですし、安全

面ですね、あと双方向同士が、交差点ができちゃうと思いますので、交差点自体もかなり難しいと思

いますけれども、そういったことも考えなければいけないと思います。 

 ２メートルは、道路構造面では２メートルでいいと言っていますけれど、２メートルでは使いづら

いというのも自転車を乗っていれば誰でも、すれ違えないし、さくら通りでも皆さん、片方とまった

りとかして、譲り合って双方向で何とかやっていますけれども、快適にすれ違っているわけではない

ですから、本当に自転車に乗っている方の立場からというか、利用のしやすさからいって、双方向の

ものをつくれば便利かというと、それだけじゃないと、末吉委員がおっしゃったとおりだと思います。

あと事故の面も、双方向での事故というのはかなり多いですから、そういうことをわかった上で走っ

ていかないといけないということで、そういったことの周知も必要かなと思うのと。 

 あとネットワークの、今回、図を出していただいて、主要幹線道路に半径５００メートル以内でア

クセスできる範囲の図を出していただいているんですけれど、これは主要幹線道路があって、ここに

５００メートル以内でアクセスできる人たちの利用を見込んで、アクセス路線を抽出するという地図



 -19- 

を出されているのかなと思うんですが。実際、アクセス路線というのはそういう感じではあまりない

のかなという気がしていて。結局だから、幅員でつけられるところは選んだけれども、っていうこと

だと思うんですよ。 

 そうすると、じゃあ、そういったところでない人たちは、自転車を使わないということなのか、そ

れともそういう人たちも使うけれども、引くところがないので引かないとなると、結局今までとそん

なに変わらない状況になるので、そういった人たちが自転車を乗りやすくなるように、何ていうんで

すかね、場所を、狭いようなところでもここは自転車が通りますよということを示すものをつくると

いうコンセプトなのか、そうじゃないのか、何ていうんですかね、このネットワークは何を目指して

いるのかというところが、ちょっと曖昧な感じがするんですね。特に５００メートルみたいな図を出

されると、こういったところの人たちが使うことを想定しているのかなと思うと、わざとこれを選ん

でいるわけでもないのかなということなので、抽出路線ですね、先ほどもちょっとありましたけれど

も、道路交通法上の、これはピクトグラムがついていようが、ついていまいが、車道を走ることにな

るわけですから、車側に知らせるという意味でもつけるべきところにはつけたほうがいいと思います。

次に出されるまで、どれぐらいその抽出路線が増やせるのかわかりませんけれども、もう少し。先ほ

どちょっとあったシェアサイクルの話でも、子ども乗せ自転車も貸すかもとかおっしゃっていました

けれども、そういった方たちが結構走るとなると、相当危ないと思います。 

 そういったシェアサイクルなどで自転車の利用を増やす、増えていくということを想定されるので

あれば、より安全に走れるように、きちんとルールがわかるような、左側通行を示すようなピクトグ

ラムをもっと増やすとか、そういったことで、今回抽出している路線以上に、もう少し安全に配慮し

た工夫が必要なのかなと思うんですけれども。特に日野バイパスあたりとかがあまりないというのも

わかりますけれども、抽出した路線について、もう少し検討されていたところがあるのかどうかお伺

いしたい。 

【事務局（中島）】  安全対策については、おっしゃるとおり、本当に２メートルだったらいいの

か、いや、３メートルやっぱり必要だというような検討というのは、必要だろうと思っています。た

だ、どうしても物理的な問題もあるので、なかなか走行空間を確保するというのは、課題があるのか

なというふうには思っております。 

 そういった中で、車道混在のピクトグラムですけれども、自転車は車の仲間ですよというところの

啓蒙も含めた中で引いていると、もう一つは、市としてこの第Ⅰ期の中でどれだけできるのかという

ところもあって、そういった中での位置、本数というところもございます。実際問題、もっと引いて

おきたいところはあるんですけれども、なかなか、南部地域で、路側線がきちんと引かれて４メート

ル以上あるような道路は本当に少ないんですね。ほぼ限られてくるようなことで。結局そういうこと

があって、コミュニティバスも走ることができないというところがもあります。 

 今度素案ができるまでに少し、また増やすことができるかどうか検討したいと思っております。た

だ、全然やらないということではなくて、皆さんまたご意見があれば、ここはどうなんだ、そこはあ

ったほうがいいというようなご意見があれば、さらに加えていきたいというふうには考えています。 

【高瀬委員】  大学通りについては、他の委員の意見もありますが、国立市議会のほうで双方向と

いうのがまず出ましたので、それが可能かどうかというところは、我々としては、行政としてはやっ

ていかなくちゃいけないところだなと思っております。これは我々だけじゃなくて、国立市さん、そ

れを交通を管理する警視庁さん含め、どういう形態でいけばいいのかというのは、協議を始めたとこ
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ろなので。 

 全国的に見ても、マニュアルとかで示されてはいますが、自転車道の一方通行というのは、まだな

いのかなというところも。この間の１６号バイパス、相模原のほう、あそこら辺も両方向     

広幅員の道路にあっては、自由に反対側に行くというのはなかなか難しいということもあって、そう

いうところについてはやはり、自転車も両方向というのが、今、多いのかなと感じているところです

ね。先ほどの２メートルの幅員の話もございますので、どういう形が一番いいのかというのは今、模

索中です。 

【末吉委員】  実際に私も、あそこ行って見てみたんですけど、両通行の場合に、例えば４メート

ルぐらいとって真ん中に白線を引くという、去年でしたか、おととしの３月３１日に発表された新し

いガイドラインでは、幅員をたっぷりとった上で、真ん中に白い線を引いて、左右路分離するという

提言もなされているわけですよね。 

 もう一つ、今、お話がありましたように主要道路の長い道路ですと、なかなか向こうに行くという

のは難しいと思うんですよ。でも生活道路に近い大学通り、私はいつもそう言っているんですけど、

大学通りは左右から車が交錯してくる接点がありますから、そのガイドラインを読んでも「ある一定

距離」という抽象的な表現はしているんですけれども、かなりの距離に渡って自転車が単独で走って

いける一定の距離を確保した場合には、相互通行を可とするというふうに描いてあるんですけれども、

それが大学通りとかさくら通りの場合、本当に該当するのかなというのが、非常に疑問なんですね。

そこのところでもう一つは、先ほどお話ししましたように、その道路だけでつくられている自転車道

路であればいいんですけれど、大学通りが終わった瞬間から、突然一方通行になっていくわけですよ。

谷保のほうに行くとき。さくら通りに関しても、今度新しくつながる府中からの道との関係、立川に

つながっていく段階で、双方通行になるんだろうかという疑問も、私はすごく思っています。 

 今、委員がおっしゃっていますように、自転車が長い距離を移動するという目的の場合には、双方

通行でかなり車幅をとって、車道を少しでも狭くして、道路的には自転車と自動車が分離した上で使

われているというケースは、私もよく見るんですけれども、どうも今の大学通りの場合には、ちょっ

とその例とは該当しにくいんじゃないかなという疑問は、率直に言って感じております。 

【高瀬委員】  とはいっても、そこに住まわれている方とかのご意見というのは、やっぱり我々と

しては一番なのかなというところもございますので、そこをしっかりと。 

【末吉委員】  もう十分に議論していただければ。議会のほうはああいうふうに決めて、全会一致

ということだったもんですから、私たちは、え？ と思ったんですけれど。その辺、いろいろ議員の

方に聞いても、本当に自転車乗っているのかなという、ぜひ一度自転車に乗って生活をしてみて、大

学通りを使ってみたらどうですかということを、私もちょっと皮肉を込めて議員の方にお話ししたん

ですけどね。 

【鈴木会長】  交差点が多いというのは、双方向の自転車道をつくって、向いているのは交差点が

少ないところだというふうに言われているので、そういう意味でいうと大学通りは交差点がかなり多

いですから、左右から出てくる。その交差点のつくり方は、相当大事になってくると思います。それ

をちゃんとやらないと、多分事故が減らないというか、危ない目に遭う方が多いんじゃないかと思う

ので、そのあたりをきちんとしていただくのが一番、双方向でつくっていくのだったら、もうそこを

一番気をつけていただくことになるかなと思います。今回の事故の資料も、自転車とか全部入ってい

るので、あまりわからないところはありますけれども、やっぱりこうやって自転車、幹線で走らせた



 -21- 

とき、左右から出てくる車との事故というのは、事故に至らない、ヒヤリハットを含めると相当あり

ますから、そういった意味でも、交差点とかも、デザインというんですかね。今回、路線を抽出して

いるところまでですけれど、ネットワーク計画の中にはそういった模範的なというか、典型的なデザ

インみたいなものまで入れるんですか。それとも路線抽出までですか。 

【事務局（中島）】  ある一定のデザインを示していきたいというふうには考えていますので、今

度の素案のときには、その辺ちょっと考えていきたいと思いますので、またその中で、皆さん委員の

方にご意見いただければというふうに考えております。 

【鈴木会長】  ありがとうございます。 

 ほか、何かいかがでしょうか。 

【末吉委員】  生活道路に対するナビマークをどうするかというのは、私、京都に行って見たとき

にも、結構実験とはいえ、やってるもんだなと思ったのは、ものすごく狭い道路に両方描いてあるん

ですよ、ナビを。そこまでやってみようということなんですね、京都市の場合。自転車のまちづくり

ということを考えた段階で。ですから、そういうところもできたら、段階的にでもいいんですけれど、

やはり調査して、例えば母親が幼稚園に子どもを連れていくことが多いような道路では、でき得る限

り、親子を守れるナビというようなことで誘導していくと。そういうのが生活道路の中にも結構必要

なんじゃないかなというふうに思いますね。その辺は今後の課題として、素案でぜひ見せていただき

たいと思うんですけれど。 

【事務局（中島）】  本来であれば、全部路線でやりたいぐらいの思いはあるんですけれども、皆

さんご存じのように、道路事情というか、道路のアスファルト一つとっても結構、クラックが入って

あまり好ましくないような状態の路線も多くてですね。その辺も合わせて、整備をしていかないとい

けないのかなというふうに思っていまして。そういう中でちょっと苦労しながら、この路線は選んで

いるというふうにご理解いただければ、大変助かるんですが。 

 そうはいっても、ここは必要だろうというところは当然あると思いますので、またご意見をいただ

ければと思います。 

【鈴木会長】  どこに向けての計画かということだと思うんですよ。１０年たつ間にその道路に工

事が入る可能性があるとしたら、今はだめかもしれない道路でも、引ける可能性があるわけですよね。

だから計画として出しておけば、その道路を工事するときに、ここは指定されているということで入

れやすくなると思うんですけど、今クラックが入っているから入れていないというのだったら、計画

に入ってこなくなるので、その工事のときにも、ないことになるわけですよね。 

 将来的にこうしたいというものを示すのが計画なのであれば、そういった道路事情というより、ど

ういうところを通ってほしいという意味で、ある程度理想的なものを示すべきだと思いますし、それ

で、今は道路が工事する予定がないので、短期的にはこれぐらい整備しますよという示し方をしたほ

うがいいと思うので、セットアップ計画として出す、しかも１０年ぐらいの計画でスタートするので

あれば、もう少し理想を掲げて、先ほどご意見もあったように、シェアサイクルの話もあったように、

こういう人だって今後使うんだというのがあったら、そういう人たちが走れるようなところをちゃん

と確保するんだという意味合いで、例えば狭いところにも引くというコンセプトで路線を選定したと

いう、何か１０年後に向けての根拠というんですかね、そういうのがもうちょっとあった上で選んだ

ほうが説明しやすいかなというふうには思いますので、ネットワーク計画の基本的な考え方というの

を出していただいていますけれども、そういったところも含めた考え方をもう少し事前に書いておい
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ていただいたほうがいいかなと。 

【事務局（中島）】  道路整備をしないから、ネットワーク計画に載せないんだということでは、

ちょっと私の言い方が悪かったのかもしれませんけれども、そういうことではないですので。あくま

でもネットワークはネットワークで考えて、その上道路整備も必要であれば、やはりそこはまた別の

計画がございますので、そちらのほうに反映していきたいというふうには思います。 

【鈴木会長】  ありがとうございます。 

 ほかにないですか。 

【松本委員】  全然関係ない話題だと思うんですが、済みません、自転車道を歩いちゃう人がいる

じゃないですか。この自転車ネットワーク計画は、そういったものにも相当影響はあるような感じな

んでしょうか。 

【事務局（中島）】  ご存じのとおり、これから桜が咲きますと、うちのほうも交通のほうで、歩

かないでくださいということでやるんですけれども、なかなかね、この１週間、２週間は皆さん、も

う堂々と歩きますので。やはりそういったところもネットワーク計画なり、交通安全計画の中にちょ

っと入れていきたいなというふうには考えています。 

【鈴木会長】  わかりました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 じゃ、こちらは次回また、出すという形でよろしいでしょうか。 

【事務局（中島）】  はい。次回は諮問という形で、素案を出させていただければと考えています。 

【鈴木会長】  はい。わかりました。 

 じゃあ、その他は、次回の審議内容についてということですが。 

【事務局（長谷川）】  既にお伝えのとおり、次回は諮問がメーンの議題でございます。 

 次回の日程につきましては、済みません、すぐ明示できず恐縮ですけれど、５月中旬ごろというこ

とで考えております。なるべく早い段階でご連絡させていただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

 それではないようですので、これで第２回審議会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


